
近 代 日本 に お け る漁 業 政 策 と漁 業 組 合 一 島 根 県 八 束 郡 多 古 浦 漁 業 組 合 を 中 心 に ー

伊 藤 康宏

1 、 は じめ に

1901 ( 明治 34)年 に 明 治 旧漁 業 法 が 公 布 され 、 漁 業組 合 は漁 業 権 管理 団 体 と して発 足 し

た。1910 年 に は全 面 改 正 され た 明 治 漁 業 法 は漁 業 権 を 「物 権 」 とみ な し、同年 に公 布 され

た 漁 業 組 合 令 に よ っ て 漁 業組 合 は 共 同施 設 事 業 を法 的 に行 え る よ うに な っ た。 そ の後 、

1933 ( 昭 和 8) 年 の漁 業 法 改 正 で は 出 資 制 の漁 業 協 同組 合 (以 下 、適 宜 、 漁 協 と略す ) 制

度 が採 用 され 、 さ らに 1938 年 の第 2 次 漁 業 法 改 正 で は組 合 員 貯 金 受 入 業 務 が漁 協 に認 め

られ た。 これ に よって漁 業組 合 は産 業 組 合 と同様 の機 能 を有 す る よ うに な り、 近 代 日本 漁

村 の 中核 的機 関 と して役 割 を担 うよ うに な る。

とこ ろで 近 代 日本 漁 業 史研 究 の近 年 の成 果 (本 論 に 関係 す る分 野 を 中心 に) を整 理 す る

と、つ ぎ の 6 テ ー マ に分 類 で き る。① 近 代 日本 漁 業 の通 史 • 概 説 1、② 政 府 の漁 業 制 度 • 政

策2、③ 漁 業 技 術 ( 改 良普 及 ) 3、④ 府 県 の漁 業 制 度 • 調整 4、⑤ 府 県 の地 域 漁 業 • 勧 業策5、

⑥ 漁 業 組 合 6。 この な か で 本 論 に 直 接 、 関係 す る研 究 は⑤ と⑥ に 限 られ る が 、拙 稿 の伊 藤

(2004) 「近 代 日本 にお け る漁 業 組 合 の 実 態 と歴 史 的役 割 」 は大 正 期 、 島根 県 の 「模 範 漁 業

組 合 」 に選 奨 され た塩 津 漁 業 組 合 (簸 川 郡 ) を、伊 藤 (2012) 「近代 日本 にお け る漁 業 組 合

の展 開 」は大 正 期 、農 商務 省 の 「優 良漁 業組 合 」に選 奨 され た 山 口県 の 阿川 浦 漁 業組 合 (豊

浦 郡 ) を 、そ れ ぞれ 取 り上 げ た。 それ に対 しで本 稿 は 「一 般 の漁 業組 合 」 を主対 象 と し、

国 と島根 県 の漁 業 (組 合 ) 政 策 と島根 県 八 束 郡 の漁 業 組 合 を 中心 にそ の展 開過 程 を検 討 し、

実 態 を明 らか にす る こ とを課 題 とす る。 なお 、八 束 郡 を取 り上 げ る理 由 と して 大 正 期 の 同

郡 は 島根 県 にお い て 邇摩 郡 と ともに全 般 的 に漁 業組 合 事 業 が停 滞 して い た 地 域 で あ った が 、

そ の 後 、1933 年 の漁 業 法 改 正 (漁 協 へ の 改組 ) を契 機 に漁 業 組 合 事 業 が展 開 して い く。そ

の代 表 例 と して 八 束 郡 の 多 古 浦 漁 業組 合 を取 り上 げ る。 なお 補 論 と して 邇 摩 郡 の事 例 と し

て宅 野 村 漁 業組 合 史料 (改組 と事 業 計 画 ) を掲 載 して お く。 以 下 で は 2 、 近 代 漁 業 制 度 ・

政 策 の 変遷 、 3 、 島根 県 の漁 業 政 策 の変 遷 、 4 、 漁 業 組 合 の展 開 、 5 、漁 業 協 同組 合 の展

開 、 6 、お わ りに 、 の構 成 で 論 じ、 さ らに補 論 と して 邇 摩 郡 宅 野村 漁 業組 合 史料 を掲 載す

る。

2 、近 代 漁 業 制 度 • 政 策 の変 遷

まず 国 の漁 業組 合 政 策 を指 標 に 1 .準則 漁 業組 合 期 (1886 年 ～ 、 前 史 と して の 準則 漁 業

組 合 ) 、 !I •漁 業 組 合 制 度 確 立 期 ( 1901 年 ～ 、 旧漁 業 法 下 の 漁 業 組 合 = 漁 業 権 管 理 団 体 ) 、

m •漁 業 組 合 事 業 展 開期 ( 1910 年 ～ 、改 正 明 治 漁 業 法 下 の漁 業 組 合 共 同施 設 事 業 の展 開) ヽ

IV•漁 協 制 度 確 立期 ( 1933 年 ～ 、 昭 和 の 改 正 漁 業 法 下 の漁 協 の展 開 ) の 4 つ の 時期 に 区分

した。 主題 に 当た る時 期 は と くに !v .で あ る。 以 下 、 各 時期 を概 観 す る (年 表 参 照 ) 。

I .準則 漁 業組 合 期

明治 政府 は 、地租 改 正 事 業 開始 の 2 年 後 に漁 業制 度 の変 革 に着 手 した。 一 方 、 明治 初 期

の府 県独 自の 漁 政 は滋 賀 県 や 島根 県 で み られ る程 度 7で 、通 常 は政 府 の布 告 ・達 に対応 す る

形 で各 府 県 漁 政 が行 われ た。それ が本 格 化 す るの は 1880 年 代 前 半 の各 府 県 漁 業 取締 規 則 ・

税 則 を経 て 、 1886 年 5 月 、農 商務 省 公 布 の漁 業組 合 準 則 か らで あ る。 この 準則 は漁 業 の
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秩 序 維 持 と振 興 を準 則 漁 業組 合 に担 わせ る 目的 で 出 され 、 それ 以 降 は各 道 府 県 か ら関連 の

規 則 が公 布 され た。 同組 合 は地 域 の 実 情 に応 じて設 立 され 、 隣接 町村 間 の漁 業 調 整 と水 産

資源 の保 護 、水 産 業 の発 達 を担 った8。

π •漁 業組 合 制 度 確 立期

1901 年 、02 年 に 明治 旧漁 業 法 (全 35 箇 条 ) と漁 業 組 合 規 則 が そ れ ぞれ 制 定 され た。前

者 は 日本 で初 め て漁 業権 を近 代 法 的 に体 系化 し、今 日の漁 業 権 制 度 の 土 台 を築 い た。一 方 、

後 者 は現 在 の漁 業 協 同組 合 の 前 史 に 当た る漁 業 組 合 を規 定 した。 これ に よ って近 代 日本 の

漁 業組 合 制 度 が発 足 し、全 国 の漁 業集 落 にお い て漁 業 組 合 が結 成 され て い った が 、 そ の性

格 は 「明 治 三 四年 の 漁 業 法 中 の漁 業組 合 規 定 そ の もの が 、 三三 年 の産 業 組 合 法 を前 提 と し

て 、経 済 事 業 を漁 業 組 合 事 業 か ら排 除 して 漁 業 権 管 理 組 合 とす る こ とを意 図 」9した と され

て い る。

III •漁 業組 合 事 業 展 開期

1910 年 に全 面 改 正 され 、制 定 され た 明 治 漁 業 法 (全 73 箇 条 ) と同年 施 行 の漁 業 組 合 令

に よっ て 漁 業組 合 は共 同施 設 事 業 と連 合 会 の設 立 が 法認 され た。 また 同年 に 日本 勧 業 銀 行

法 等 が 改 正 され 、 漁 業権 を担 保 と した低 利 資金 の融 資 利 用 を漁 業組 合 が行 え る よ うに措 置

され た。 これ らは組 合 員 の要 求 を受 け入 れ 、組 織 の基 盤 強 化 を企 図 して 打 ち 出 され た 国 の

漁 業組 合 施 策 で あ っ た。 また 「模 範 漁 業組 合 」 の啓 蒙 普 及 を 目的 に 1918 (大 正 7) 年 度 か

ら優 良漁 業組 合 • 功 労者 の表 彰 事 業 が行 われ 、 さ らに 1925 年 6 月 に は漁 業 共 同施 設 奨 励

規 則 が施 行 され た。 これ らの背 景 に は 1910 年 の 明治 漁 業 法 等 の 改 正 に よっ て も漁 業 組 合

の 共 同施 設 事 業 の普 及 は漸 進 的 で 、 漁 村 経 済 は概 して停 滞 状 況 に あ り、 そ の た め 同規 則 に

よっ て 予 算 的措 置 (奨 励 金 交 付 ) が取 られ 、低 利 の漁 業 資 金 融 資 制 度 と合 わせ て 漁 業 組 合

の 共 同施 設 事 業 の拡 充 が 図 られ た 1〇。

IV •漁 協制 度 確 立 期

1933 年 に漁 業 法 の第 1 次 改 正 が行 われ た。 改 正 の骨 子 は、① 共 同施 設 事 業 の範 囲 を法

律 上 に 明記 した 点 、② 責任 組 織 制 ( 出資 制 の 漁 協 制 度 ) を取 り入 れ た 点 、③ 漁 協 に漁 業 自

営 を認 め た 点 、④ 非 漁 業 者 の組 合 加 入 を認 め た 点 で あ る。 さ らに 1938 年 に第 2 次 の漁 業

法 が 改 正 され 、漁 協 は貯 金 受 入 業 務 と産 業 組 合 中央 金 庫 へ の加 入 が法 認 され 、信 用 基盤 の

強 化 が 図 られ た。 この結 果 、販 売 ・購 買 • 信 用 ・利 用 の 4 種 事 業 を行 う漁 協 が 広 く展 開 し

て い っ た J  この 時 期 、 漁 協 は産 業 組 合 的 に発 展 し、近 代 日本 の漁 村 の 中核 的機 関 と して

役 割 を担 うよ うに な った銘。

3 、 島根 県 の漁 業 政 策 の変 遷

近 代 島根 県 の漁 業 政 策 に 関 す る纏 ま っ た 史 料 は管 見 の 限 りで は 見 当 た らな い 迪。 現 在 、

確 認 で き る関係 史料 と して は 島根 県公 文 書 セ ン ター 所 蔵 の 「漁 業 免 許 』「漁 業組 合 」等 の 簿

冊 類 �と島根 県 の 4 次 にわ た る 「産 業 計 画 」(漁 業 方 針 ) で あ る。た だ し前 者 は 、「漁 業 権 」

及 び 「漁 業組 合 」 の個 々 の 事 案 が 中心 で 、 県 の全 体 の方 針 は窺 え な い。 した が って 以 下 で

は後 者 の な か か ら漁 業政 策 、 と りわ け漁 業組 合 振 興 策 を抽 出 し、 そ れ を時 系 列 的 にみ て い

きた い。 なお 島根 県 の 「産 業 計 画 」 は 、 1895 ( 明治 28) 年 策 定 の第 1 次 殖 産 10 年 計 画 、

1911 年 作 成 の第 2 次 殖 産 10 年 計 画 、1918 (大 正 7)年 決 定 の第 3 次 産 業 計 画 、そ して 1928

( 昭 和 3) 年 決 定 の 第 4 次 島根 県 産 業 計 画 書 で あ る。
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1)第 1 次 殖 産 10 年 計 画 と準 則 漁 業 組 合

1895 年 策 定 の第 ! 次殖 産 計 画 比は 、 「県 下殖 産 興 業 上 将 来 ノ体 系 ヲ定 メ奨励 保 護 スヘ キ

産 業 」 の 一 つ に水 産 業 を位 置 付 け、停 滞 して い る 「漁 村 維 持 ノ方 法 如 何 」 につ い て検 討 し

て い る。 そ の方 策 と して 「先 ツ将 来 二 計 画 スヘ キ準備 トシテ 試 験 的 ノ事 業 卜漁 村 経 済 ノ整

理 二 関 スル 施 設 ヲ為 サ サル へ カ ラス 」 と して い る。 す な わ ち 、試 験 的 事 業 と漁 村 経 済 の対

策 を挙 げ、 前 者 は新 規 「沖 合 漁 業 」 の導 入 や 「朝 鮮 海 出稼 漁 業 」 の奨励 等 を挙 げ て い た。

一 方 、後者 は 準則 漁 業 組 合 を対 象 に、「漁 村 貯 蓄 法 ヲ漁 業組 合 中二設 クル 事 」、「漁 業 組 合 規

則 ヲ改 正 スル 事 」 で は 「地 方 ノ状 況 二依 り漁 業組 合 中へ 水 産 物 製 造 業 者 ヲ加 フル ヲ得 ル コ

卜」 等 を挙 げ 、 ま た 「漁 業 組 合 補 助 二 関 スル 事 」 で は 「地 方 税 ヨ リ必 要 卜認 ムル 各 組 合 二

対 シ相 当 ノ補 助 費 ヲ支 給 スル コ ト」 と して い た。 なお 、 島根 県 は 同年 12 月 に水 産 業組 合

規 則 を発 布 し、準 則 漁 業組 合 に替 わ る水 産 業組 合 を奨 励 した が16、そ の後 は 1901 年 公 布 の

漁 業 法 と関連 の規 則 に よって 結 成 され た 漁 業 組 合 (漁 業者 団 体 ) と水 産 組 合 (流 通 ・加 工

業者 団 体 ) に 再編 され て い っ た 17。

2)第 2 次 殖 産 計 画 と漁 業 組 合

旧漁 業 法 全 面 改 正 の 前年 、1909 年 に第 2 次殖 産 計 画 が策 定 され た 吃  同計 画 中 の漁 業組

合 項 目は 「漁 村 漁 業 組 合 二魚 市 場 ヲ開設 セ シ メ且 ツ副 業 ヲ奨 励 シ共 同貯 蓄 ヲ励 行 セ シ ムル

コ トj 等 で 、 漁 業 組 合 に は魚 市 場 開設 と副 業 、共 同貯 蓄 の奨 励 が 挙 げ られ た。 しか しなが

ら 1914 年 6 月 の 町 村 長 会 にお い て 出 され た (簸 川 郡 ) 「郡 長 指 示 事 項 」 は 「漁 業組 合 八 漁

村 ノ 中核 タル ベ キ モ ノニ シテ ( 中略 ) 萎 韮 不 振 単 二漁 業 料 ヲ徴 スル ノ ミニ シテ 、 折 角 組 合 令

二依 り附 与 セ ラ レタル モ 共 同事 業 ノ施 設 抛 棄 シテ 顧 ミザ ル モ ノア リ、会 々其 施 設 事 業 ヲナ

スモ 未 ダ幼 稚 ノ域 ヲ脱 セ ズ 、今 後 益 指 導 誘 披 ヲ必 要 トス 、 故 二 将 来 一層 左 ノ諸 点 二 意 ヲ注

ギ、漁 民 ノ福 利 ヲ増 進 セ シ」 的と し、1.組 合 員 殊 二理 事 者 訓練 、2.組 合 ノ分合 、3•水 産 組 合

トノ関係 (緊 密 化 ) 、4.共 同施 設 事 業 (奨 励 ) の 4 点 を課 題 に挙 げ て い た。

3)第 3 次 産 業計 画 と漁 業組 合

1918 年 策 定 の第 3 次産 業 計 画 中 の 水 産 業 方針 は 、1.水 産 二 関す る智識 ノ普 及 ・向 上 、2.

漁 家 経 済 ノ緊 縮 及 漁 村 風 紀 ノ改 善 、 3.重 要 水 産 物 ノ習 性 及 漁 場 ノ解 明 、 4.漁 甥 ノ改 善 、 5.

製 造 ノ改 善 、6.養 殖 ノ改 善 、7.共 同 事 業 ノ普 及 ・発 達 の 7 項 目を挙 げ て い た2〇。 この うち共

同事 業 ノ普 及 ・発 達 で は漁 業 組 合 等 ノ活 動 を通 した勧 奨 (施 策 ) と して 、① 漁 獲 物 及 漁 獲

物 製 品 ノ販 売21、② 漁 獲 物 ノ製 造 、③ 製 造 二 要 スル 原 料 又 八 物 品 ノ購 買 、④ 漁 獲 物 • 製 品

又 八 餌 料 等 ノ運 搬 、⑤ 遭 難 救 助 及 遺 族 ノ救 済 、⑥ 漁 港 • 魚 揚 場 等 の設 備 、⑦ 魚 附 林 保 護 •

設 置 、⑧ 漁 業 資金 ノ供 給 、⑨ 其 ノ他 漁 村 経 営 上 有 利 ナ ル 事 業 (推 進 ) の 9 つ の細 目が 挙 げ

られ て い た。

4)第 4 次 産 業 計 画 と漁 業組 合

1928 年 策 定 の第 4 次産 業 計 画 • 水 産 業 項 目で は まず 概 況 ( 「近 時機 械 カ ノ発 達 二伴 ヒ小

規 模 経 営 八 収 支償 ハ サル ノ情 勢 ヲ示 シ漁 家 経 済 八 益 々逼 迫 シ漁 村 問題 八 愈 々ナ ラ ン トス ノ

現 象 アル ヲ以 テ 」) を確 認 し、 8 つ の方 針 (1.漁 業 ノ改 善 、2.水 産 製 造 ノ改 善 、3.水 産 増 殖

ノ改 善 、4.水 産 物 ノ需 給 、5.水 産 金 融 、6.水 産 試 験 場 、7.水 産 団体 、8.水 産 知 識 ) が 立 て ら

れ た。 そ の 内 漁 業 組 合 施 策 と して 、 4.水 産 物 ノ需 給 ｛氷 使 用 ノ普 及 ) で は 「漁 業 組 合 ニ対

シテ 簡 易貯 氷 庫 ノ設 置 」奨 励 等 、5.水 産 金 融 で は 「水 産 資金 ヲ創 設 シ漁 業 組 合 二貸 付 シテ

共 同事 業 ヲ助 成 」、 「漁 業組 合 ヲ督 励 シテ 漁 業 資金 ノ貸 付 」、 さ らに 7、水 産 団 体 で は まず 漁
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業 組 合 (組 合 数 119) の 現 状 • 課 題 と して 「共 同販 売 事 業 ヲ直接 経 営 スル モ ノ八 僅 々 二十

組 合 二 過 キス 、 其 ノ他 ハ 概 シテ 事 業 不 振 ノ状 態 二在 リ、 団 体 ヲ指 導 シテ 改 善 、発 達 ヲ期 ス

ル ハ 漁 村 改 善 上 急 務 卜為 ス」 と し、水 産 団体 (漁 業組 合) ノ機 能 ノ発 揮 方 策 と して 漁 業 組 合

ノ各 種 督 励 (① 組 合 振 興 是 ヲ樹 立 、② 共 同販 売 事 業 ヲ直 営 • 改 善 、③ 漁 村 ノ改 善 事 業 ヲ経

営 ) と漁 業組 合 ノ整 理 ・廃 合 ノ奨 励 等 が 具 体 的 に挙 げ られ て い た22。 しか しな が らこの産

業 計 画 は 翌 年 発 生 した世 界 恐 慌 とそ れ に続 く昭 和 恐 慌 の影 響 で頓 挫 し、農 山漁 村 経 済 更 生

計 画 に変 更 され て い く。

4 、 漁 業 組 合 の 展 開

つ ぎ に各 時期 にお け る漁 業 組 合 を検 討 す るが 、 さき に全 国 の動 向 を確 認 した 上 で 島根 県

をみ て い きた い。

1)漁 業 組 合 制 度 確 立期 の漁 業組 合

農 商 務 省 『水 産 統 計 年 鑑 』 (1910 年 ) に よ る と、 1909 ( 明治 42) 年 で は全 国 の漁 業組

合 は 3540 組 合 で 、この 内 共 同施 設 事 業 実 施 状 況 は遭 難 救 ］血が 1970 組 合 と過 半数 を超 えて

い た が 、そ の ほ か は共 同販 売 151 組 合 等 で あ った。一 方 、島根 県 は 145 組 合 で 、そ の 内遭

難 救 イ血 65 組 合 、 共 同販 売 2 組 合 の状 況 で 、 大 半 は漁 業権 管 理 団体 で あ った23。

つ ぎ に農 商務 省 水 産 局 編 『漁 業組 合 範 例 』 (1909 年 ) か ら この 時期 の漁 業組 合 の実 態 を

み る。これ は 1908 年 度 に各府 県 が調 査 した 「漁 業組 合 中模 範 」ま た は 「成 績 比 較 的 良好 」

な 101 事 例 が収 録 され て い る。 収 録 の 多 い府 県 は、 山 口 7 組 合 、 宮城 ほ か 10 府 県 が 4 組

合 、 島根 ほ か 6 府 県 が 3 組 合 で あ っ た。 表 1 は 1909 年 の 島根 県 の 「範 例 漁 業組 合 」 一 覧

表 で あ る。 以 下概 観 して お く 24。

八 束 郡 多 古 浦 漁 業組 合25

本 組 合 は 多 古 と沖 泊 の 2 集 落 を地 区 と し、組 合 員 78 名 (戸 ) を要 して い た。 漁 業 は大

敷 網 • 蜘 釣 他 を主 に営 ん で い た。 組 合 財 産 は基 金 約 143 円 、遭 難 救 f・資 金 約 46 円で 、事

業 は 「其 重 ナル モ ノ八 漁 獲 物 ヲ共 同販 売 シ漁 具 ノ共 同購 入 ノ資 二充 ン トス又 目下魚 付 林 造

成 ノ 目論 見 中ナ リ」 と し、 遭 難 救 他 、組 合 員 ノ訓 育 に も取 り組 ん で い た。 組 合 設 立 の意 義

と して設 立前 は 大敷 網 場 区 と停 網 場 区 の 「貸 付 料 ハ 悉 ク飲 食 費 二濫 費 シ来 タ リシカ組 合 設

置 後 八 斯 ル 旧習 ノ弊 害 ヲ一掃 シー切 濫 費 セ サ ル ヤ ウ取 締 ヲナ セ リ之顕 著 ナ ル 差 異 ニテ 特 筆

ス」 と して い る。 さ らに組 合 の分 配 金 は共 同貯 蓄 で も って 、教 育 費 • 道 路 改修 費 • 衛 生 費

に指 定 寄 付 され 、分 教 場 改 修 及 び 水 道 工事 に も 当て られ 、「其 ノ成 功 ヲ見 ル ニ 至 レ リ」 とあ

る26。

簸 川 郡 鵜 鷺 村 漁 業 組 合

本 組 合 は組 合 員 280 名 を要 し、延 縄 ・大 敷 網 が主 な漁 業 で 、組 合 財 産 は基 金 約 48 円、

遭 難 救 価L資金 積 立 500 円 を保 有 して い た。 「組 合 ノ事 業 トシテ設 立 ア ラサ レ トモ 昨 四十 年

ョ リ組 合 員 二於 テ信 用購 買販 売 生 産 組 合 ヲ設 立 シ漁 民 ノ産 業 及 其 経 済 ノ発 達 ヲ企 図 」 し、

さ らに組 合 員 各 戸 二積 立貯 蓄 を義 務 付 け て い た。 また 資 金 融 通 を図 る 目的 で株 式 会 社 出雲

商 業 銀 行 を設 立 した とあ るが 、詳 細 は 不 明。組 合 員 訓 育 、魚 招 林 の設 置 に取 り組 ん で い たが。

那 賀 郡 黒松 浦 漁 業組 合

本 組 合 は組 合 員 231 名 を要 し、大敷 網 • 手繰 網 • 採 貝 藻 が 主 な漁 業 で 、組 合財 産 は基 金

約 100 円 ( 毎年 余 剰 金 積 立) 、遭 難 救 愉 資金 約 45 円 ( 同前 ) で あ っ た。組 合 事 業 と して 大
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敷 網 漁 業 に漁 業 資 金 を貸 し付 け て い た。 漁 獲 物 の 共 同販 売 は組 合 直 営 で は な く、 大 敷 網 ・

地 曳網 外 ノ漁 獲 物 を 「生魚 売 問屋 」 に委 託販 売 させ て い た。

2)漁 業組 合 事 業 展 開期 の漁 業 組 合

農 商務 省 編 『水 産 統 計年 鑑 』(1920 年 ) に よ る と、1917 年 現在 の漁 業組 合 は全 国 で 3610

組 合 を数 え、この 内共 同施 設 事 業 の 実 施 状 況 は 、共 同販 売 591、増 殖 387、遭 難 救 他 252、

物 資貸 付 151、購 買 92、訓 育 83、補 助 58、貯 蓄 40、副 業奨 励 30、港 湾 設 備 28、試 験 24、

そ の他 191 で あ った。 1909 年 か ら 17 年 ま で の 8 年 間 で 70 組 合 増加 し、共 同施 設 事 業 は

遭 難 救 が 大 幅 に減 少 し、共 同販 売 が 約 4 倍 に増加 した。 一 方 、 島根 県 は 159 組 合 で 、共

同施 設 事 業 の 実 施 状 況 は 、 共 同販 売 55、増 殖 40、港 湾 設 備 20、 副 業 奨 励 5、試 験 3、 訓

育 3、遭 難 2、そ の他 9 で あ った。 この 間 に 14 組 合 増 加 し、共 同施 設 事 業 は全 国 の動 向 と

同様 に遭難 救 が 大 幅 に減 少 し、共 同販 売 が大 幅 に増 加 した,

農 商務 省 水 産 局 は 2 回 目の 「漁 業 組 合 範 例 」 調 査 を 1914 年 に行 い 、 この 時 の 「優 良組

合 ハ 通 シテ 百 二十 ヲ」 数 えた。 しか し 「総 数 約 三 千 七 百 ノ多数 ナル ニ 比 ス レハ 、必 ラ ス シ

モ 、進 歩 ノ著 シ キモ ノア リ ト謂 フへ カ ラス。」と して い た28。す な わ ち こ こに掲 載 され た 「優

良組 合 」 は全 国 の組 合 の ご く一 部 で 、 しか も前 回 に引 き続 い て 掲 載 され た の は全 体 の 3 分

の 1 の 38 組 合 で しか な か った 。 この こ とは組 合 経 営 の不 安 定 さを示 して い た。 事 業別 で

は 共 同販 売 64 、遭 難 救 ｛加 9〇、 訓 育 54 他 で あ った。 ま た 多 くの組 合 が収 録 され た府 県 は 、

島根 ・山 口 ・徳 島 が 7 組 合 、 静 岡 ・愛 知 • 愛媛 が 6 組 合 で あ っ た。 島根 県 の郡 (地域 ) 別

の 内訳 は八 束 郡 1、簸 川 郡 2、那 賀 郡 2、隠 岐 2 で 、2 度 、掲 載 され た の は 1 組 合 のみ で あ

った。 以 下 、 ! 9014 年 版 の 島根 県 の 「範 例 漁 業 組 合 」 の概 要 をみ て お く (表 2 参 照 ) 。

八 束 郡 手 結 漁 業 組 合 (恵 曇 村 大 字 手 結 )

本 組 合 は組 合 員 124 名 を要 し、延 縄 ・烏 賊 釣 り • 醍 掛 網 • 飜 大敷 網 • §署漬 他 の沿海 沖合

漁 業 と隠 岐 へ の延 縄 の 出稼 ぎ漁 業 に従 事 。 副 業 は 「家 族 ノ 田畑 耕 作魚 類 行 商 其 藁 細 工蚕 業

ナ リ」。 組 合財 産 は 、基 金 約 101 円、 事 業 資 金 約 26 円 、遭 難 救 flfc 資 金 48 円、 計 約 175 円

で あ っ た。 組 合 員 は 「殆 卜産 業 組 合 二加 入 ( 中略 ) 各 自毎 月 漁 獲 高 ノ幾 部 ヲ預 入 」 貯 金 し

て い た。 組 合 事 業 沿 革 及 び 現 況 で は 、 共 同販 売 は 「大 正 元 年 度 ヨ リ其 事 業 ヲ本 組 合 ノ経 営

ニ移 シ爾 来 成 蹟佳 良 ニ シテ 今 日二及 ヘ リ」、漁 網 貸 付 は 「大 正 元 年 二於 テ 丸 子 網 ヲ新 調 シ之

ヲ組 合 員 ニ貸 付 セ リ」と。遭 難 救 他 は 「毎年 度 余 剰 金 ノ百分 ノニ 以 上積 立 テ 其 資 金 二 充 テ 」、

訓育 施 設 で は組 合 員 • 子 弟 向 け の講 習 会 • 講 話 会 及 び 漁 閑期 の 夜 学 会 を開催 して い た。 ま

た 、 事 業整 理 ノ状 況 は 「経 費 八 主 トシテ販 売 事 業 収 入 漁 業料 等 ヲ以 テ 此 ヲ支 弁 シ収 支 適 良

ニ シテ諸 般 ノ事 務 整 頓 セ り」 と して い た。

簸 川 郡 杵 築 北 漁 業 組 合 (杵 築 村 大 字 杵 築 北 ) 29

本 組 合 は組 合 員 221 名 を要 し、延 縄 • 手釣 • 大 敷 網 他 の 沿海 沖 合 漁 業 と隠岐 • 対馬 方 面

の 出稼 ぎ漁 業 (近 年 八 隠 岐 不 漁 ニ ヨ リ対 馬 ノ ミ) に従 事 。組 合 財 産 は基 金 約 428 円、遭 難

救 !t 資 金 約 578 円、事 業 資金 約 3,275 円 (計 約 4,281 円) 、この他 に ガ ス式 発 動 機 付 漁 船 1

隻 ・漁 具 • 組 合 事 務 所 • 製 造 場 • 販 売所 の合 計 約 4,835 円 を保 有 して い た。 組 合 ノ事 業 沿

革 で は漁 業 資 金 ノ貸 付 は 「主 トシテ 対 馬 出漁 者 向 二行 イ 」、共 同販 売 は 「明治 三 十 九年 本 組

合 地 区二於 テ ハ 産 業組 合 ヲ組 織 シテ 其 経 営 二移 シ更 二 明治 四十 四年 漁 業組 合 令 改 正 二依 り

産 業 組 合 ヲ解 散 シ本 組 合 ノ事 業 二移 セ リ現 在 ノ経 営 方 法 八 組 合 員 ノ漁 獲 物 八 総 テ 共 同販 売
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所 二 於 テ 鞋 売 シ組 合 八 売 上 高 ノ九歩 ヲ徴 収 シテ 其 内三 歩 ヲ魚 商 人 二歩 戻 ヲナ シ六 歩 ヲ組 合

ノ収 入 トナ ス」 とあ る。 さ らに漁 獲 物 共 同製 造 場 • 運 搬 船 の貸 付 、 冬 季 漁 閑期 にお い て漁

村 青 年 向 の夜 学 教 育 を実 践 して い た。 な お 、 指 導 者 「組 合 長 八 水 産 業 熱 心 家 ニ シテ 数 十年

来 ノ経 験 ヲ積 ミ造 詣 深 」 い 人 物 と評 して い た。

簸 川 郡 杵 築 西 漁 業 組 合 (杵 築 村 大 字 杵 築 西 )

本 組 合 は組 合 員 166 名 を要 し、手 釣 ・延 縄 • 大敷 網 他 の 沿海 沖合 漁 業 と隠 岐 • 対 馬 ・鬱

陵 島方 面 に烏 賊 釣 り出漁 し、 副 業 と して農 業 及 び養 蚕 • 魚 類 行 商 に従 事 。 組 合 財 産 は基 金

約 145 円、 遭 難 救 価 資金 約 145 円 、 事 業 資金 約 193 円 (漁 業 資金 貸 付 用 ) 、 さ らに共 同販

売 所 建 築 準備 金 約 3,003 円 を積 立 て い た。 事 業 は 共 同販 売 と漁 業 資金 貸 付 の 2 つ を行 い 、

前者 は 「組 合 設 立 後 八 組 合 事 業 トシテ 之 ヲ経 営 シ」「大 正 二年 度 二於 テ低 利 資 金 一 千 円 ヲ借

入 レ之 二 充 テ 」 て い た。 一 方 、 後 者 は網 や 漁 船 に対 して の漁 業 資金 貸 付 と出稼 ぎ漁 業 資 金

ノ貸 付 に大別 され 、「事 業 資 金 八 地 方 ノ確 固 タル 銀 行 会 社 ヨ リニ年 度 二於 テ 二 千 円 ヲ借 入 レ

テ 之 ヲ充 ツ組 合 員 八 漁 業 資 金 ノ融 通 二依 り多 大 ノ便 益 ヲ受 ケ各 自益 々業 務 二勉 励 セ リ」 と

あ る。 ま た組 合 員 • 子 弟 向 け の教 育 と して夜 学 会 ・講 話 会 を適 宜 、 開催 して い た。

那 賀 郡 黒松 浦 漁 業組 合 (黒 松 村 黒 松 浦 )

本 組 合 は組 合 員 230 名 を要 し、手釣 ・延 縄 • 大敷 網 他 の治海 沖合 漁 業 と対 馬 • 五 島方 面

へ の 出稼 漁 業 、そ して副 業 は農 業 ・魚 類 行 商 に従 事 。組 合 財 産 は基 金 約 385 円、遭 難 救 他

資金 約 142 円 、事 業 資金 約 8 円、計 約 535 円。 同組 合 は県 内 で 唯 一 、2 度 掲 載 され た 「範

例 漁 業 組 合 」で 、この 間 の 共 同販 売 事 業 の推 移 は 、1903 年 の組 合 設 立 と同時 に組 合 指 定 の

漁 獲 物 取扱 人 に委 託 販 売 させ て い た の を 「本 年 二入 リテ組 合 ノ事 業 トシテ 経 営 スル ニ 至 リ

業 務 執 行 円満 平 和 ニ シテ 組 合 員 モ 共 同施 設 事 業 ノ利 益 ヲ認 メ成 績 良好 ナ リ」 で あ った。 こ

の ほ か漁 業者 共 済 の 互助 積 立 と作 業 灯 の設 置 及 び漁 業 資 金 貸 付 を行 っ て い た。 ちなみ に後

者 は 「明治 三十 五年 奨 励 規 程 ヲ設 ケ 大敷 網 漁 業 者 二 対 シテ」 継 続 して 資 金 貸 付 (補 助 と合

わせ て) を行 っ て い た。 なお 「篤 志 組 合 員 」 に よっ て組 合 設 立 前 の 明治 「三 十 二年 漁 業 者

勤勉 貯 蓄組 合 」 が 設 立 され 、組 合 員 自 ら貯 蓄 を行 っ て い た。

那 賀 郡 古湊 漁 業 組 合 (三保 村 大 字 古 市 場 ノ内古湊 浦 )

本 組 合 は組 合 員 116 名 を要 し、延 縄 ・曳網 ほ か の 沿海 沖 合 漁 業 と対 馬 ・巨済 島方 面 の 出

稼 漁 業 に従 事 。組 合 財 産 は遭 難 救 価 資金 約 659 円。 共 同施 設 事 業 と して 共 同販 売 は 「従 来

問屋 ニ シテ 其 取扱 ヲナ シ来 りシ カ 大 正 二年 六 月規 約 ヲ変 更 シテ 組 合 経 営 ノ共 同販 売所 ヲ設

ケ組 合 長 自ラ其 事 業 ヲ主 宰 シ爾 後 成 績 日ヲ追 ウテ 良好 」 とあ る。 ま た 、 遭 難 救 桃Lは 「明治

二 十 二年 ヨ リ開始 シ ( 中略 ) 明治 四 十年 末 本 組 合 二 引継 」 がれ た。 防 波 堤 築 造 の基 盤 整 備

は 一部 、 郡 費 の補 助 を受 けな が ら 1911 年 に竣 工 した。

隠 岐 浦 郷 村 漁 業 組 合 (浦 郷 村 )

本 組 合 は組 合 員 36? を要 し、烏 賊 釣 • 延 縄 ・地 引網 他 の 沿海 沖合 漁 業 と鬱 陵 島方 面 へ の

烏賊 釣 の 出稼 漁 業 に従 事。 組 合 財 産 は基 金 1,250 円。 組 合 事 業 と して増 養 殖 (石 花 菜 ・海

苔 ) と漁 港修 築 を行 い、組 合 員 ノ貯 金 用 に売 上 げ の 一 部 の貯 蓄 及 び 漁 業 視 察 と新 規 漁 業 の

導 入 を計 画 して い た。

隠 岐 布 施 漁 業 組 合 (布 施 村 大 字 布 施 )

本 組 合 は組 合 員 120 名 を要 し、烏賊 釣 • 延 縄 ・採 貝藻 が 主 な沿 海 沖 合 漁 業 で 、農 業 との

兼 業 が 主 で あ っ た。組 合 財 産 は基 金 約 750 円、漁 業 資 金 2,450 円、組 合 事 業 は増 養 殖 (石
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花 菜 ・海 苔 ) の他 に漁 業 奨励 の た め に新 造 した 改 良漁 船 の無 料 貸 付 及 び漁 業 資金 貸 付 、遭

難 救 ¢血(細 則 規 定 、1907 年 に救 助 の 早 船購 入 ・実施 ) 、漁 港 道 路 改 修 の基 盤 整備 及 び組 合 員 •

子 弟 向 け訓 育 を実 践 して い た。

そ の後 の展 開

1922 年 度 の漁 業 組 合 の 共 同施 設 事 業 展 開 に つ い て 表 3- 1 で み て お く。 まず 島 根 県 全 体

で は 161 組 合 中、 実 績 無 しが約 半 数 の 82 組 合 で 、郡 • 地 域 別 で は 八 束 • 邇 摩 • 美 濃 • 隠

岐 地 域 に 実 績 無 しの い わ ゆ る漁 業 権 管 理 組 合 が集 中 して い た 。 共 同販 売 で は 八 束 と邇 摩

の 両郡 の組 合 実 績 は 一 部 、も し くは 皆 無 で あ っ た (表 3- 2、表 3- 3 参 照 ) 。 この よ うに この

時 期 、 漁 業 組 合 の 事 業 展 開 は地 域 に よ っ て 差 異 が み られ た。 一 方 、 1927 年 度 の 漁 業 組 合

に つ い て 『島 根 県 水 産 要 覧 』 は 、 「組 合 員 少 き組 合 に在 りて は事 業 施 設 み るべ き な き も組

合 員 多 き組 合 に在 りて は共 同販 売 、 共 同購 買 、資 金 貸 付 等 を行 ひ 当面 の活 動 を な して事 業

成 績 良好 の もの あ り」3〇と し、組 合 規 模 の格 差 が事 業 展 開 差 の 要 因 とみ て い た31。 これ らを

踏 ま え て集 約 す る と、 事 業 を順 調 に展 開 させ た の は一 部 、 地 域 と 「大 規模 漁 業 組 合 」 で あ

っ て 、 大 多 数 の小 規 模 漁 業組 合 は経 営 基 盤 が脆 弱 で 、 不 漁 も し くは景気 変 動 に よっ て共 同

販 売 他 の 共 同施 設 事 業 を休 止 す る状 況 が一 般 的 にみ られ た32。 この た め前 掲 「第 4 次 産 業

計 画 」 は組 織 の基 盤 強 化 の た め 「漁 業組 合 ノ整 理 • 廃 合 」 を課 題 と して い た。

5 、漁 業 協 同組 合 の展 開

1)概 況

1933 (昭 和 8) 年 の 明 治 漁 業 法 改 正 に よ って 導入 され た漁 協 へ の改組 状 況 を 『農 林 省 統

計 表 』 か らみ て お く。 全 国 の状 況 は 1937 年 で は 4016 組 合 、 内漁 協 組 織 が 1461 (無 限 責

任 308、 有 限 責任 85、保 証 責任 1065) で あ っ た が 、 1939 年 で は 3891 組 合 で そ の 内 3 分

の 2 の 2557 組 合 が漁 協 改組 を行 って い た (表 4 参 照 ) 。 一方 、 島根 県 は 1937 年 が 140 組

合 で 、 内漁 協 42 (無 限 責任 24、保 証 責任 18) で あ った の が 、 1939 年 が 139 組 合 で 、 そ

の 内 半数 の 70 組 合 が漁 協 (保 証 責任 39) に改組 し、残 りは非 出資 責任 組 合 20、責任 組 織

を有 しな い組 合 49 で あ った (表 4 参 照 ) 。ま た 1939 年 の共 同施 設 事 業 の 実施 状 況 は表 5

の とお りで あ る。 全 国 で 2829 組 合 (実 数) 、 そ の 内訳 は販 売 1495、購 買 1822、加 工 90、

保 蔵 154、運 搬 113、資金 貸 付 1211. 物 資 貸 付 362、貯 金 40、そ の他 1717 で あ った。 島

根 県 で は 139 組 合 中、 共 同施 設 事 業 実施 組 合 が 86(実数 ) で 、 内販 売 56、購 買 49、 資金 貸

付 46、 物 資 貸 付 26、 そ の他 57 で あ った。 島根 県 の 70 の漁 協 と 20 の非 出資 責任 組 合 の

過 半数 が複 数 の 共 同施 設 事 業 を 実施 して い た の で あ る。

つ ぎ に 1925 年 か ら 1940 年 ま で の 島根 県 「漁 業 共 同施 設 一 覧表 」33か ら奨励 金 (事 業 費

の 3 分 の 1 程 度 補 助 ) を利 用 して 実 施 した共 同施 設 事 業 の展 開状 況 を み て お く (表 6 参 照 ) 。

この 16 年 間 の事 業 件 数 は 38 件 で 、種 類 別 で は 共 同販 売 12 件 、船 溜 (整 備 ) 9 件 、運 搬 ・

共 同 出荷 5 件 他 で あ っ た。 船 溜 の 9 件 はす べ て 1932 年 以 前 に 実施 され て い た が 、 共 同販

売 は 32 年 以 前 が 4 件 、33 年 以 後 が 8 件 、運搬 ・共 同 出荷 は前 者 が 2 件 、後 者 が 3 件 で あ

っ た。 この な か で と りわ け共 同販 売 が低 調 で あ っ た八 束 • 邇 摩 両郡 で新 た な動 きが み られ

た。 す な わ ち、 1935 年 に 邇摩 郡 仁 万組 合 が販 売 事 業 を 、36 年 • 37 年 に は八 束 郡 多 古 浦紐

合 が 運 搬 船 と共 同 出荷 の事 業 を 、 さ らに 37 年 に八 束 郡 大 芦 村 組 合 が 、 40 年 に八 束 郡 御 津

村 組 合 が それ ぞれ 共 同販 売 事 業 を導入 して い た。 以 下 で は漁 協 制 度 確 立期 にお け る元 「範
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例 漁 業 組 合 」 で あ っ た 多 古 浦 組 合 の展 開状 況 をみ て行 きた い。

2)多 古 浦 漁 協 の組 織 と事 業

『全 国漁 業組 合 綜 覧』34に よ る と、多 古 浦 漁 業 組 合 は 1936 年 2 月 11 日に 改組 認 可 とさ

れ て い る。 以 下 関係 史料 か ら多 古 浦 漁 協 の組 織 と事 業 を検 討 す る。

地 区 は 大 字 多 古 、 字 多 古 と字 沖 泊 の 2 集 落 か らな る (地 図参 照 ) 。 漁 協 の組 織 • 事 業 体

制 は 、役 員 理 事 3 名 ( 内組 合 長 互 選 ) 、監 事 7 名 ( 内 1 名 常任 監事 互 選 ) 、事 務 員 1 名 、使

丁 1 名 の役 職 員 体 制 の も と、 事 業 と して漁 業権 貸 付 、共 同 出荷 • 運 搬 事 業 、購 買事 業 、遭

難 救 ,血事 業 、養 殖 事 業 、資 金 貸 付 (低 利 資 金 の借 入 • 貸 付 ) を行 っ て い た (無 限 責任 多 古 浦

漁 業 協 同組 合 組 織 ・事 業 図 (1937 年 度 ) 参 照 ) 。

つ ぎ に 1939 年 2 月 、小 川 組 合 長 か ら島根 県 知 事 宛 に提 出 され た 「多 古 浦 漁 協 事 業 報 告

書 」 35か ら組 織 と事 業 をみ て お く。 まず 組 織 は組 合 員 81 名 36、 出資金 810 円 (払 込 ) 、役

職 員 12 名 体 制 の小 規 模 組 合 で あ った。 漁 業権 の 取得 • 行 使 状 況 は 専用 漁 業権 1 件 (海 藻

類 採 取等 、組 合 員利 用 の た め無 償 貸 与 ) 、 定 置 漁 業 権 2 件 ( 大 敷 網 2 統 、組 合 員 個 人 利 用

の た め漁 業権 料 計 1,150 円) 、特 別 漁 業権 2 件 (地 曳網 等 、組 合 員 利 用 の た め無 償 貸 与 1 件 、

も う 1 件 は組 合 員 個 人 利 用 の た め本 年 度 漁 業 権 料 666 円) の状 況 で あ った。 組 合 員 の 出漁

日数 は平 均 299 日、漁 獲 実績 は蠟 釣 53,000 円 、大 敷 網 15,000 円、和 布 3,800 円、柔魚 釣

1,700 円他 、計 76,500 円 で 、出稼 漁 業 の 実績 は無 か っ た。 漁 船 は 、発 動 機 船 2 隻 ( 内組 合

船 1 隻 、組 合 員 船 1 隻 ) 、 無 動 力 船 8 1 隻 で あ っ た。

事 業 の概 要 は以 下 の とお りで あ る。

1.遭 難 防止 及 救 恢 事 業 : 目標 電 灯 ノ建 設 • 運 営 、救 It 資 金 ノ積 立 (組 合 規 約 )

2.蕃 殖 事 業 : 磯 掃 除 、和 布 ・海 苔 ・天 草 ノ蕃 殖 • 増 収 ノ為 岩 礁 セ メ ン ト工事 施 工

3•養 殖 事 業 : 飽 ノ養 殖 • 放 養 、組 合 員 増 殖 二努 力 シ成 績 良好

4.製 造 加 工事 業 : 和 布 洗 い 場 建 設 、和 布 製 造 二便 益 、製 品 向上

5.船 揚 場 (整 備 ) : 多 古 地 区 2 箇 所 と沖 泊 地 区 1 箇所 設 置 シ 、組 合 員 ノ無 料 利 用

6.船 溜 場 (整 備 ) : 沖 泊 部 落 二設 置 、 多 古 部 落 ノ設 置 八 計 画 中

7.運 搬 事 業 : 「農 林 省 ノ助 成 ヲ得 テ運 搬 船 ノ建 造 ヲナ シ、鮮魚 ノ共 同 出荷 並 二組 合 購 買 品

ノ運 搬 ヲナ ス 建 造 年 月 日昭 和 十 二年 三 月 二 五 日」

8.購 買施 設 : 事 業 実績 351 円 45 銭 、 「組 合 員 ノ 日用 品及 食 塩 ヲ購 買 シ組 合 員 二供 給 シ、

明年 ヨ リカ ーバ イ ト、氷 、餌 料 、網 地 、網 、漁 具 、 染 料 等 ノ購 買並 二購 買 ノ幹 旋 等 ノ

施 設 準備 中ナ リ」

9.利 用 施 設 : ワカ メ洗 い場 と運 搬 船 の事 業 実績 は前 者 が組 合 員 81 名 利 用 ・利 用 料 854

円、後 者 が組 合 員 81 名 利 用 • 利 用 料 1,420 円 8 銭 、 な お 、 「運 搬 船 ノ利 用 二依 り鮮 魚

ノ売 揚 額 ヲ倍 加 ス 、 日用 品 ノ廉 価 購 入 ヲナ シ組 合 員 二供 給 ス 」 と。

さ らに資金 供 給 事 業 は 、 漁 業 用 貸 付 と して前 年 度 末 2 件 • 200 円、今 年 度 8 件 ・3,150

円 、今 年 度 償 還 2 件 • 1,300 円 、今 年 度 末 8 件 • 3,850 円 の 実績 で あ った。

つ ぎ に 1938 年 度 の 「損 益 計 算 書 」 か ら経 営 内容 をみ る (表 7 参 照 ) 。利 益 ノ部 で は購 買

利 益 金 (手数 料 ) 5 円 60 銭 、貸 付 金 利 息 38 円 67 銭 、利 用 施 設 利 用 料 854 円、預 金 利 息

55 円 59 銭 、有 価 証 券利 息 3 円 80 銭 、 特 別 漁 業 料 4,316 円、 県 助 成 金 100 円、 多 古 部 落

補 助 金 142 円 14 銭 、運搬 手 数 料 1,429 円 8 銭 、繰 越 金 40 円 82 銭 5 厘 、合 計 6,988 円 50
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銭 5 厘 、損 失 ノ部 で は借 入 金 利 息 38 円 69 銭 、給 料 35 円 、旅 費 84 円、 消耗 品費 5 円、

通 信 費 27 円 70 銭 、会 議 費 40 円 48 銭 、雑 費 133 円 39 銭 、公 共 事 業 寄付 金 1,266 円、諸

税 負 担 29 円 45 銭 、 目標 灯 点 灯 費 33 円 40 銭 、 漁 業 奨 励 金 55 円 60 銭 、和 布 洗 場 事 業費

242 円 14 銭 、 事 務 員 出 張 手 当 30 円、船 員 給 料 ?00 円、 運搬 船 事 務 員 出張 手 当 33 円 85

銭 、船 舶 消耗 品 費 200 円、修 繕 費 234 円 92 銭 、燃 油 費 655 円 90 銭 、合 計 3,855 円 70 銭

で 、差 引 3,132 円 85 銭 5 厘 が剰 余金 で あ った。さ らに剰 余 金 処 分 と して 事 業積 立 資金 1,000

円 、特別 積 立 金 ! ,700 円、遭 難 救 粧L資金 積 立 200 円、船 舶 備 品減 価 償 却 資金 150 円 、職 員

賞 与 50 円、組 合 員 へ の配 当 は無 く、繰 越 金 は 32 円 80 銭 5 厘 で あ った。

以 上 、検 討 して きた とお り多 古浦 漁 協 は この 時期 、産 業組 合 的 な機 能 と役 割 を備 え、 そ

れ を発 揮 し、経 営 的 に も安 定 して い た。この よ うな展 開 が 近 代 に お け る 「一 般 の漁 業 組 合 」

の 到 達 点 、 姿 を示 して い た。

6 、 お わ りに

漁 業組 合 制 度 が 発 足 して 30 数年 を経 過 して最 終 的 に漁 協 制 度 確 立期 に一般 の漁 業組 合

は漁 協 へ の改 組 を契機 に産 業組 合 的 な機 能 を備 え、 漁 村 の 中核 的機 関 と して役 割 を担 うよ

うに な った。 さい ごに そ の 後 の 動 き と課 題 を確 認 して お わ りと した い。

戦 時 統 制 期 は水 産 統 制 団 体 に 再編 され 、漁 業 協 同組 合 は休 止 状 態 とな る。す な わ ち ! 943

年 3 月 に公 布 され た水 産 業 団 体 法37に よ っ て帝 国 水 産 会 • 全 国漁 業組 合 連 合 会 他 の全 国 団

体 は 中央 水 産 業 会 に 、 県 (郡 市)水 産 会 • 県 漁 業組 合 連 合 会 は 県水 産 業 会 に 、 そ して 漁 業組

合 ・漁 業 協 同組 合 は 市 町村 も し くは集 落 単位 の漁 業 会 に それ ぞれ 強 制 的 に整 理 統 合 され た

38。 この点 に つ い て は今 後 の課 題 と した い。

I 「農林水産省百年史」編纂委員会編 『農林水産省百年史 上巻 (明治編水産行政) 』 (1979 年) 、『同 中巻 (大正 ・

昭和戦前編水産行政) 』(1980 年) 、水産業協同組合制度史編慕委員会編 『水産業協同組合制度史 第 1巻』(1971年)、

前掲 『同 第 4 巻資料編』(1971, 年)、二野瓶徳夫 『明治漁業開拓史』 (平凡社、1981年) 他。

2小沼勇 『漁業政策 百年』 (農山漁村文化協会、1988 年) 、青塚繁志 『日本漁業法史』 (北斗書房、2000 年) 、高橋美貴

『近世 ・近代の水産資源 と生業』 (吉川弘文館、2013 年) 、田平紀男 『日本の漁業権制度』 (法律文化社、2014 年)

他。

3二野瓶徳夫 『日本漁業近代史』(平凡社、1999 年) 、小岩信竹 「近代のカツオ漁業後進地における技術普及 と展開」(『漁

業経済研究』45-1、2000 年) 他。

4高橋美貴 『近世漁業社会史の研究』(清文堂出版、1999 年) 、小林照夫 「明治期の漁業制度の変遷 と漁業権問題」(『関

東学院大学文学部紀要』58、1989 年) 、片岡智 「近世的漁業秩序の変容 と明治地方官の対応」(有元正雄先生退官記念

論文集刊行会編 『近世近代の社会 と民衆』清文堂、1993 年) 、伊藤康宏 「近代移行期の島根県庁漁業政策」(後藤雅知 •

吉 田伸之編著 『水産の社会史』山川出版社、2002 年) 、伊藤康宏 「明治初期の漁業制度変革」(『国際常民文化研究叢

書 第 2 巻』2013 年) 、小林賢治 「明治期における県の漁業行政の展開」 (『愛知県史研究』3、1999 年) 他。

5伊藤康宏 『地域漁業史の研究』(農 山漁村文化協会、1992 年) 、三井 田恒博 『近代福岡県漁業史』(海鳥社、2006 年) 、

片岡千賀之 『近代における地域漁業の形成 と展開』(九州大学出版会、2010 年) 、片岡千賀之 『長崎県漁業の近現代史』

(長崎文献社、2011 年) 、中村只吾 「明治初頭～一〇年代における漁村の秩序 と変容」、 「同!! 」 ( 『東北芸術工科

大学東北文化研究センター』11、12、2012 年、13 年) 、関根 仁 「明治一六年水産博覧会の開催」(『日本歴史』671、
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2004 年) 、伊藤康宏 「博覧会時代の 『漁業図解』」 (伊藤康宏 『山陰の魚泡図解』今井出版、2011 年) 、小岩信竹 「府

県水産勧業政策の出発 について」(『弘前大学国史研究』109、2000 年) 、小岩信竹 「大正初年 における地域漁業政策の

形成」 (『青森県史研究』3, 1999 年) 他。

e今泉芳邦 『三陸の漁村 と漁業組合』 (東洋書院、2005 年) 、加瀬和俊 「漁業協同組合制度成立過程についての一考察」

<『東京水産大学論集』16、1981年) 、鈴木江津子 「浜波太漁業組合の成立と役割」(『歴史 と民俗』21、2005 年) 、小

岩信竹 「近代における漁業組合の諸相」 (神奈川大学国際常民文化研究機構年報』2, 2010 年) 、伊藤康宏 「近代 日本

における漁業組合の実態 と歴史的役割」 (『漁業経済研究』49-1、2004 年) 、伊藤康宏 「近代 日本における漁業組合の

展明」 (谷 口憲治編 『中山間地域農村発展論』農林統計出版、2012 年) 他。

,前掲伊藤 (2013) 「明治初期の漁業制度変革」参照。

•農商務省編 『水産業諸組合要領』 (1893 年) 。なお、小岩 (2010) 「近代における漁業組合の諸相」は準則漁業組合の

地域性 ・多様性を指摘 している。

•前掲 『水産業協同組合制度史 第 ! 巻』409 頁。

m前掲 『水産業協同組合制度史 第 1 巻』297～301 頁、409～422 頁。

11 『漁業組合年鑑 昭和十六年版』 (水産社、1941 年、281～289 頁) によると、1939 年末の全国の漁協数 2549 組

合の内、各種事業の実施状況は販売 1545 組合、購買 1779 組合、信用 1239 組合、利用 621 組合 (1938 年末延べ数)

であった。

" 前掲 『水産業協同組合制度史 第 1 巻』482- 498 頁。

将 「島根県報」等の確認作業はできていない。

" 島根県の近代漁業関係文書は、「漁業場区」(1873 年～1902 年) 計 60 点、「漁業免許」(1903 年～1949 年) 計 73

点、「漁業組合」(1887年～:1943 年) 計 75 点、「水産業組合他」(1885年～1948 年) 計 14 点、合計 222 点が簿冊形

式で島根県公文書センターに保管 されている。

16 「明治廿八年二月 県知事諮問二対スル殖産興業二関スル意見書」『新修島根県史 史料編 4』島根県、1966 年、555

～567 頁。

い『仁摩町誌』(仁摩町、1972 年) によると、水産業者 (製造 ・販売 を含む) を組合員 として、水産業上の水産製品改

良 ・弊害矯正 ・利害増進 を目的として適摩安濃郡水産業組合が 1896 年 4 月に設立認可 され、「韓海漁業試験船補助」

や 「揚繰網試験補助」等の事業を行っていた。 ただ し、準則漁業組合か ら水産業組合への再編 について詳細は不明。

この点は今後の課題 となる。

171921年 に水産会法が成立 し、水産組合は公益機関 として水産会に改組 された。

16 「明治四十四年丸山知事 " 高岡知事事務請渡書」前掲 『新修島根県史 史料編 4』699～707 頁。

i, 『新修島根県史 通史編 2 近代』島根県、1967 年、632 頁。

如 「大正七年八月決定 島根県産業計画書」『新修島根県史 史料編 5』島根県、1966 年、10～12 頁。

2】(・大正七年隠岐島産業計画参考書」 (前掲 『新修島根県史 通史編 2』651, 652 頁) には 「本島漁業組合ハ概シテ共

同販売事業 ノ施設 ヲ為スモノナ ク、唯漁業権獲得 卜視 ノ検査 ヲナスニ過ギザルハ甚ダ遺憾 トス (後略) 」の漁業組合の

慨況が報告 されている。

22 「昭和三年七月決定島根県産業計画書J 『新修島根県史 史料編 6』島根県、!.966 年、124- 132 頁。

興島根県の専用漁業権 (慣行 133、地先 32、入会 8) は総て組合単独有もしくは組合共有であった (『水産統計年鑑』

1910 年) 。

”同 『漁業組合範例』の引用箇所は 167- 18I 頁。

我島根県内務部編 『島根県漁業基本調査報告書 漁村調査ノ部 上巻 』 (大正 3 年) の多古浦漁業組合には共同販売、

- 54 -



共 同購入の記載は無い。

M農商務省 『水産統計年鑑』1910 年、177～179 頁。

27前掲 『水産統計年鑑』167～177 頁。

路同 『漁業組合範例 第 2 次』の引用箇所は 8、215～236 頁。

%杵築北、杵築西、黒松浦、古湊浦の漁業組合は大正期に県の 「模範漁業組合」に選奨 され、また農商務省の 1919年

度優良漁業組合功労者 として青木只市 • 杵築北漁業組合理事が表彰 されている。

3〇前掲 『新修島根県史 史料編 6』339 頁。

s! これ は一般論であって、八束郡の美保関 (組合員 245名) 、七類 (223 名) 、適摩郡の仁万村 (286 名) 、和江 (205

名) のよ うに多 くの組合員を要す る漁斐組合でも共同販売事業を実施 していない例 も少なか らず、み られた (前掲 『大

正一四年 水産年鑑』) 。

321933年 11 月開催の !・水産事務協議会」は 「従来共同販売 • 共同購 買事業ヲ実施セザル漁業組合 ノ実情及其ノ原因並

二之ヲ実施セシムル方策如何」を検討 している。これは水産局か らの諮問に対 して 1道 17県か らの回答が寄せ られた。

この うち島根県 (144 組合) の実情は、「共同販売事業ヲ直接経営スルモノ八僅々二十七組合二過ギズ、爾余大部分 ノ

組合因襲上魚問屋へ販売 シ或ハ、共同運搬船又八組合員家族等二依 リ附近ノ漁業組合共同販売所、魚市場等へ出荷ス

ルモノ多シ又組合員家族 ノ行商スルモノモ少カラズ」「共同購買事業ヲ実施セルモノ七組合二過 ギズ」、原因は、①経

営 ノ中心的指導人物 • 適任者不在 、②漁獲高少:® ノ為専任事務員配置難、③運営資金ノ調達 ・円滑難、④問屋 トノ因

腰 ・貸借関係 (組合員総意不一致) 、⑤適当な魚簡人 ・仲買人不在、(⑥附近二泡獲物集散地ア リ) としてい る。島根

県の共同販売実施組合は、1916 年 32、17年 55、18 年 52、19 年 24、20 年 49、21 年 52、22 年 46、23 年 49、24

年 50、25 年 48、26 年 52、27年 47、28 年 23、29 年 !.9、30 年 20、31年 26、32 年 32、33 年 37 と増減を繰 り返

していた (『農商務省統計表』『農林省統計表』)。

昭和十六年 水産部 漁業組合 島根県」 (1692)。

3<全国漁業組合聯合会 編 『全国漁業組合綜覧』 (水産経済研究所、1942 年)。

的」無 限責任多古浦漁業協同組合施設経営事務一覧表」 ( 「昭和十三年 水産部 漁業組合 島根県」1655)〇

361938 年度の平均組合員数は全国 154 名、島根県 135 名 (『第十六次農林省統計表』)。

37水産企業については 1942 年 5 月公布の水産統制令によって紀Z余 曲折を経て中央機 関の帝国水産統制株式会社 と下部

組織・として林兼商店系の西 日本漁業統制株式会社、 日本水産系の 日本海洋統制株式会社、 日魯漁業系の北 日本漁業統

制株式会社の 3 大資本漁業系列に統合 ・再編 された。

・•農林省水産局 「ー九四六年八月調」によると、島根県では漁業会数 105、会員数 20,979 名であった (前掲 『水産業

協同組合制度史 第 4 巻』524 頁) 。

〔付記〕本稿 作成 に当た って は島根 県公 文書 セ ンター所蔵 の 「漁 業組合 文書」 を数多 く閲 覧 ・

撮影 させ て頂 いた。 あ らた めて御 礼 申 し上 げ る。
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近代 日本 ・島根 県 の漁 業 • 漁業組合年 表

松本 巌 編著 『解 説 日本近代漁 業年表』 (水 産社 、1977 年) 、柳 浦文夫編著 「島根 県漁業史年表

稿 (戦 前編 ) 」 (1984 年) 、『新修 島根 県史 史料編』等 よ り

西暦 事項 国 ( 島根 県)

1886 5 月漁 業組 合進則公布 、 (島) 漁業組 合規則 (漁業秩序維 持 、取締 目的) 発布

1889 明治 22 年市制 ・町村制 (島根 県八束郡野波村 (野波村 ・多古浦 • 野井浦) 成 立)

1895 ( 島) 県第 1 次殖産 十年計画 、水産 業組合規則発布 (製 品改 良 • 弊害矯 正 • 利 益増進 の 目的)

1901 4 月漁業法公布 、 (島) 県水産試 験場設置

1902 5 月漁業法施行 規則 • 漁業組合規則 (漁 業権管理 団体) 公布

1903 3 月遠洋 漁業奨励法全 面改正

1906 (島) 遠洋 漁 業補助規則制定 、韓海 出漁奨励 (団体補助 等)

1909 (島) 県第 2 次殖産 十年 計画

1910 4 月 改正 明治漁業法公布 (漁 業組合 の共 同施 設事 業容認) 、 日本勧 業銀行 法等改正 (漁業組合 へ低

利 資金供給)

1913 ～
26

動力船方結 丸操 業 (渋谷 、石橋鉄 工所 製作動力機 関) 、14 年和洋折衷型新式漁船 開発 (石橋造船所 ) 、
18 年 巻揚機 考案 、20 年 二艘 曳操 業成 功 (都 田) 、 同年合名会社 島根組設 立、21 年 2 艘 曳法採 用 、
26 年 「水産教科書」 (小 草片江小校 長 、八束郡水産教 育研 究会刊)

1918 (島) 県第 3 次産業計 画策 定 、翌 19 年美保 関村産業 計画策定

1921 4 月水産会法公布 、9 月機船底 曳網漁 業取締規則公布 、翌年 4 月八束郡外海 水産会設立

1923 江角 漁港修築 開始

1925 6 月漁業 共 同施 設奨励 規則公布

1928 (島) 3 月県水 産課独 立、7 月県第 4 次産 業計画策 定

1933 3 月漁業法改正 ( 出資責任制 の漁協改組)

1938 3 月漁業法改正 、産業組合 中央金庫 法改正、4 月 (保) 島根 県漁業組合聯合会 (販 売購 買事業)
1943 3 月水産 団体法公布 、 ( 島) 漁業会、 島根県水 産業会 改組

表 1 ー島根 県 の 「範 例 漁 業組 合 」 (1909 年 版)

『漁 業組 合範例 』 (農 商務省 水産局、1909 年 7 月刊)

郡別 漁業

組 合

組 合

員

主 な漁 業 基

金

遭 難 救

tt L資金

事 業

資金

組合事業

八束 多古浦 78 大敷網 、師 釣他 143 46 共 同販 売 、共 同購入 、遭 難 救Mし、

組合員 ノ訓育
簸川 鵜 鷺村 280 延縄 • 大敷網他 48 500 遭難救!¢]1、組 合 員 ノ訓育 、組 合員

二 ヨル信用購 買販売生産組 合設 立

那賀 黒松浦 231 大敷網 • 手繰網 、採 貝

藻他

100 45 漁業資金貸付 (大敷網漁業)
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表 2 島根 県 の 「範 例 漁 業組 合 」 (1914 年 版 )

『漁 業組合範例 第 二次』 (農 商務省水産 局 、1914 年 11 月刊)

郡別 漁 業

組合

組 合

員

主 な漁 業 基金 遭 難 救

ft 資金

事 業

資金

組合 事業

八束 手結 124 延 縄 ・烏賊釣 り • 蛆 掛網 、

編 大敷網 • 蠣 漬他

101 46 26 共 同販 売、漁網貸付 、遭難救他 、教

育施 設有

簸川 杵 築

北

221 延 縄 • 手釣 ・大 敷網 他 、隠

岐 • 対馬方 面に 出漁

428 578 3,275 共 同販 売所 運営 、漁獲物製造場 • 運

搬船 ノ貸付 、教 育

簸川 杵 築

西

166 手釣 ・延縄 、網 他 、隠岐 ・

鬱 陵島 ・対馬 方 面出漁

145 145 193 共 同販売 、漁業資金貸 付 、教 育

那賀 黒 松

浦

230 手釣 ・延縄 、網 他 、対馬 •

五島方 面出漁

348 142 3,208 勤勉貯 蓄組 合、共 同販 売、共済互助

積 立、作業灯設置 、漁業資金 貸付

那賀 古湊 116 延 縄 ・曳網 、対 馬 ・巨済 島

方面 出漁

■̶ 659 組合員貯 蓄 、共 同販 売所 開設運営 、

遭難 救 積 立、防波堤築造

隠岐 浦 郷

村

367 烏賊 釣 • 延縄 、 地 引網他 、

鬱 陵島方面 出漁

1.250 一 養殖 (石花 菜 ・海 苔) と漁港修築

隠岐 布施 120 烏賊釣 • 延縄 、採 貝藻他 750 ̶ 2,450 養殖 、漁業資金貸付 、遭難救4血、漁

港道路改修 、組合員 訓育

表 3 - 1 漁業組 合共 同施設事 業 の郡別 実施状況 (1922 年)

帝 国水産会編 『大正 1 4 年 水産年鑑』 (1925 年) 、表 3-2、表 3も 同 じ

県 八束 簸川 安濃 邇摩 那賀 美濃 隠岐

漁業組 合 161 29 23 7 12 28 13 49
共 同販 売 46 2 15 5 一 11 6 7
共 同購 買 17 2 9 2 ̶ 2 一 2
物 資 (資金) 貸付 7 1 2 3 ̶ 1 ̶ 0
港湾設備 15 3 ̶ ̶ 3 3 2 4
水産増殖 9 7 一 ̶ ̶ 2 ̶ 0
遭難 救 18 1 ̶ 3 5 8 一 1
そ の他 9 2 ̶ 1 2 ̶ 0
実績 な し 82 1■■1 8 1 7 11 6 35

表 3 - 2 邇摩 郡漁業組 合 の概 況 (1922 年)

漁業組合 事務所 の位 置 組合員 共 同施設 事業
1 和江 静間村 205 波止場修 築 、遭難救

2 魚 津 同村 大字魚 津 67 道 路 ・井戸修理、遭難救Ml
3 五十猛村 五十猛村 160 遭難救

4 宅野村 宅野村 163 遭難救Ml、船据場修 理 、漁業奨励
5 仁 万村 仁 万村 286 遭難救 It
6 馬 路村 馬路村 148 ̶

7 湯湊 湯里村大字湯 里 150 ̶
8 温泉津 町 温泉津町 53 一

9 小浜 大浜村 大字小 浜 128 ̶

10 福 光村 福光村 180 ̶

11 今 浦 福浦村大字今 津浦 125 ̶

12 吉浦 同村 大字吉浦 95 一
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表 3 - 3 八束郡外海漁業組合 の概況 (1922 年 )

漁業組 合 事務 所 の位 置 組 合員 共 同施設事業

1 御 津村 御 津村 184 ̶

2 大芦村 大芦村 103 魚付林造成

3 加賀村 浜佐波 区 加賀 村 192 蕃殖保護

4 野波浦 野波村 93 ̶

5 多古浦 野波村 81 共 同購 買

6 瀬崎 浦 野波村 71 繫船場修理 、集 談会 、漁 業奨励

7 野井浦 野波村 77 ̶

8 笠浦 千酌村 84 ̶

9 千酌浦 千酌村 119 ̶

10 北浦 千酌村 105 ̶

11 菅浦 片江村 68 養殖

12 片江浦 片江村 170 ̶

13 七類 片江村 223 海峡 ,麦漢 、暴風 雨警報 、遭難救

14 諸 喰 片江村 67 ̶

15 雲津浦 美保 関村 39 養殖

16 美保 関 美保 関村 245 築磯

17 福 浦 森 山村 82 養殖

18 下宇 部尾 森 山村 29 ̶

19 地合 浦 伊 野村 60 漁甥研 究会

20 魚瀬 浦 大野村 81 養殖 、漁港淡渓

21 秋鹿 秋鹿 村 112 ̶

22 古浦 恵曇 村 119 共 同販 売

23 江角 恵曇村 156 ̶

24 手結 恵曇 村 124 共 同販 売、漁具貸付

25 片句 恵曇村 102 ̶

表 4 1939 年 の組織別漁業組合 一覧

表 5 同 じ

全 国 % 島根 県 %

漁業組合 3, 891 - 139 -

漁 業協 同組合 2, 557 66% 70 53%

無 限責任 460 12% 31 23%

有 限責任 106 3% () 0%
保証 責任 1, 991 51% 39 29%

非 出資責任組合 174 4% 20 15%

無 限責任 33 1% 9 7%

保 証責任 141 4% 11 8%

責任組織 を有 しない組合 1, 163 30% 49 37%

『農 林省 計表 昭和 15 年』 (昭和 16 年 12 月)
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表 5 共 同施設 事業 の実施状況 (1939 年)

全 国 島根 県

実施組 合 2, 829 86

販売 495 56

購 買 1, 822 49

加 工 90 0

保蔵 154 0

運搬 113 3

資金貸付 1, 211 46

物資貸付 362 26

貯金 40 0

その他 1, 717 54

表 6 島根 県 の漁業組合 にお け る共 同施設事業 (補助金利 用) の展 開状況 1925-40 年

「昭和十 六年 水産部 漁業組合 島根 県」 (1692) 島根県公 文書セ ンター蔵

件数 船溜 販 売 運 搬

出荷

漁 具

漁船

製造 養殖 救 難

救護

納 屋

他

備 蓄

場

築磯 作 業

場

1925 2 1 1
1926 2 1 1
1927 1 1
1928 5 1 1 1 2
1929 2 2
1930 2 2
1931 3 1 1 1
1932 1 1
1933 4 1 1 1 1
1934 '2 1 1
1935 5 3 1 1 •

1936 1 1
1937 4 1 1 1 1
1938 1 1
1939 2 1 1
1940 1 1

合 計 38 9 12 5 3 1 1 2 2 1 1 1

地 図 多古浦

(現 在 、 松 江 市 島根 町 )

「無限 責任 多古浦漁 業協 同組合施設経営事務一 覧表」
「昭和十二年 水産部 漁業組合 島根県」1682 所収)
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表 7 多古浦漁業協 同組合収支状況

利 益 ノ部 円、銭 、厘 損失 ノ部 円、銭 、厘

購 買利益金 (手数料) 5. 60 借入金利 息 38. 69
貸付金利 息 38. 67 給料 35.
利 用施 設利 用料 854. 旅 費 84.
預金利 息 55. 59 消耗 品費 5.
有価 証券利 息 3. 80 通信 費 27. 70
特別漁 業料 4, 316. 会議 費 60. 48
県助成金 100. 雑 費 133. 39
多古部落補助金 142. 14 公 共事業寄付金 1, 266.
運搬 手数料 1, 429. 08 諸税負担 29. 45
繰越金 40. 825 目標 灯点灯 費 33. 40
合 計 6, 988. 505 漁 業奨励 金 55. 60

「多古浦漁 協事業報告書」

(1939 年 2 月)

( 「昭和十三年 水産部

漁業組合 島根 県」

1655)

和布 洗場 事業費 242. 14
事務員 出張手 当 30.

船員給料 700.

運搬船事務員 出張手 当 33. 85
船舶 消耗 品費 200.

「篠 繕 費 234. 92
燃 油費 655. 90
合 計 3, 855. 70

差 引 = 剰余金 3, 132. 855

～ ^ 4^  は 雨 ー洪 一を 心 • 書 ・ 京 五 航 ¦

一役

•印明
7^¢̶

「無 限責任 多古浦 漁業協 同組合施 設経 営事務一 覧表」

( 「昭和十 二年 水 産部 漁業組 合 島根 県」1682)
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無 限責任 多古浦漁 業協 同組合組織 ・事業図 (1937 年度)

字 大

古 多

合組 同協 業 漁 浦 古 多任 責 限 無

業 事 織 組

来 将 在 現 丁使 員 ム事 員役

販 物 資養遭購共漁 使 事互 内互理

売 ノ 金殖難 買同業 丁務選 一選事
事貸 貸事救 事出権 一員 名 、三
業付 付業M!業荷貸 名 ー 常監 内

事 運付 名 任事組

業 搬 監七合

事 長

使
丁

雑
務

遭
難

救
<

事
務

養
殖

事
務

庶
 

務
運

搬
(共

同
出

荷
事

ム
)

員 務、 事

電
話

事
務

購
買

事
務

販
売

事
務

受
託

販
売

事
務

貨
物

取
扱

理 経 計 会

漁
業

料
金
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話

料
金

購
買

代
金

販
売

(受
託

共
)
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金
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付
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補論 「宅野村 漁業組合 」史料

島根 県古文書簿 「漁 業組 合 1667(3- 3) 」 ( 島根 県公 文書セ ンター所蔵) 所収 の 「宅野村漁 業

組合 」 中の漁協 改組 史料 を抜粋す る。 なお 、宅 野村 漁業組 合 は 1936 (昭和 11) 年 12 月 12 日

に島根 県 よ り 「漁 業組合組 織設 定 二伴 フ規約 変 更」 が認 可 され てい る。

(表紙 )

昭和 十 三年 水 産部

漁 業組 合

第一種 島根 県

(前略)

昭和 拾 毫年 九月 五 日臨時 総会 二於 テ本 組 合組 織 設 定 二伴 フ規 約 変 更 ノ義 議 決 致候 条御認 可

相成 度 関係 書類 相添へ 此段 申請候 也

追テ御認 可 ノ節 八登記 上必 要 二付認 可指 令 書謄 本一通御 下付被 下度願 上候

昭和拾臺年 九月参 拾 日

邇摩 郡 宅野村 漁 業組合

理事組 合長 泉 正好 (印)

島根 県知事 児 玉九… 殿

関係 書類 ノ表 示

ー変 更セ ン トスル 規約 書 参 通

- ・現 規約書 臺 通

̶規約 変 更理 由書 老通

一総 会決議録謄 本 南通

一組 合員 ノ同意 書 毫括

一組 織 設定手続 二 関スル 経過 書 毫 通

一財 産 目録 竜 通

一 昭和 拾年度 経 費決算及 事業報告 書 毫 通

一組 織 設 定後 二於 ケル 事 業計画 目論 見書 吉 通

一員外利 用施設 二関スル調 書 臺 通

一組 織 設 定二伴 フ漁業組合調 書 卷通

…非漁 業者加入 ノ理 由 毫通

一 地 区二関す る証 明書 臺通

以 上

( 中略 )

規約 変更理 由書

漁 業 法 並 二漁 業組 合令 ノ改正 法令 二依 拠 シ本組 合八 無 限責任 組 織 ヲ設 定 シ且 出資制 度 ヲ採

用 スル 漁 業協 同組 合 卜改 メ組 合 事 業 ヲ拡 充 強化 シテ組 合 員 ノ漁 業 又八 其経 済 ノ発 達 二必 要

ナル 共 同施 設 就 中経 済行 為 ヲ行 ヒ得 ル 組 合 タ ラシ メ以 テ漁 家 村経 済機 関 トシテ活動 シ漁家
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経 済更生 卜漁村振 興 二資セ ン トル趣 旨二基 キ本組 合 ノ組 織並規約 二変 更セ ン トス

(中略)

決議 録

ー総 会招集 ノ通知 ヲ発 シ タル年 月 日

昭和拾老年 九月老 日

ー 開会 日時及場 所

昭和拾を年 九月五 日午 前 八時宅野村 松 田善 二郞宅 二於 テ 開会 ス

ー招集 者 ノ氏名

組 合長理 事泉 正好

議 案第直 号

•-本組 合 ヲ無 限責任 ヲ有 スル 漁 業 協 同組合 トナ ス ノ件

本 案 ニ付満 場 異議 ナ ク原 案 ノ通 可決確 定セ リ

( 中略)

議案

議案第吉 号

一本組合 ヲ無 限責任 ヲ有 スル 漁業 協 同組合 トナ ス ノ件

! 出資ー ロノ金額 拾 円

2 出資金 払 込 ノ方法 (説 明略)

3 第 一•回 ノ払 込金額 一 円 (説 明略)

4 剰余金 処分及損 失分担 二関 スル規 定 (説 明略)

( 中略 )

昭和 十年度 事 業報 告

一 、事務 要件

当組 合 定期 総 会 ヲ二 月 一 日午前 九時 ヨ リ松 田善 二郎 宅 二於 テ 開催 ス

二月二 日昭和 十年 度本 組 合 収 支 決 算 書 井 二剰 余金 処分 案財 産 目録 事 業報 告 書及 昭和 ～一

年度 収 支 予算 書 並 附帯 案件 決 議 録 ヲ添付 シ 島根 県知 事 二進 達 セ リ

( 中略 )

二 、共 同施 設 事 業及 成績

従 来 共 同作 業 ノ設備 ノナ キニ ヨ リ和布 製 品 ノ改善発 達 ヲ図 リ共 同作 業 ノ実 ヲ挙 グル 為 メ

低利 資金 借 入 ヲナ シ貯 水 池 及 洗 浄 池 設 置 ノ計画 ヲ樹 立 シ正 規 ノ手続 ヲ了へ 二月十 日起 工

シ四月 上旬 二於 テ完全 二竣 工 シ爾 来 作 業上 労力 ヲ省 キ多量製 産 二努 ムル ト同時 二製 品二

改 善 品質 ノ向上 二依 り其 ノ声価 ヲ高 メ組 合 員 ノネ卑益 ニ スル 処 多 大 ナ リ

三 、博 覧会 出品状 況

( 中略)

四、組 合経 費徴 収 ノ状況

( 中略)

五 、組 合員 異動 ノ状 況

一 、組 合 員 数
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(掲 載 表 略 、本 年度 末 組 合 員数 男 • 専 業 八二名 、男 • 兼 業 五 、計 八 七名 )

昭和 十 一年 二月 一 日

宅野村 漁 業組 合長 理 事泉 正好

右 決 算書財 産 目録 ヲ監査 シ其 ノ正確 ナル コ トノ承認 シ且余剰 処 分 案 二 同意 ス

昭和 一¦一一年 二月 一 日

宅 野村 漁 業組 合 理 事

金崎 要 三郎

金崎禎 二 郎

右 原 案 卜相 違 ナ キ コ トヲ認 証 候 也

( 中略)

組 織設 定後 二於 ケル 事 業 計画 目論 見書

一名 称 及組 織

無 限責任 宅 野村 漁 業 協 同組 合

ー 現在 組 合 員数

ハ拾 八名

( 中略 )

ー 出資 ー ロノ金 額及 其 ノ払 込 ノ方 法

出資 ー ロノ金 額 拾 円 トシ出資 第老 回払 込金 額 ハ ー ロニ付金 竜 円 トス

第 弐 回以後 ノ出資払 込八 配 当スベ キ剰 余金 ヨ リ払 込 二充 ツル モ ノ 、外 出資 一 口毎 二毎年

六 月 末迄 二金 臺 円宛 ヲ払 込 ムル モ ノ トス組 合 員 八 前 二項 ノ金額 ヲ超 エ テ任 意 二払 込 ヲ為

ス コ トヲ得=

( 中略 )

ー共 同施設

現 二施設 セル共 同施設 ノ種 類

共 同販 売施 設 、遭難 防止施 設 、共 同水 産物 製造場施設 、貯水施設 、遭難 救他施設

前記施設 ノ外将来施設 セ ン トスル 事 業

蕃殖 保護 及增殖施 設 、船揚場施設 、船溜施設 、共 同購 買施設 、資金 ノ貸付 、物 ノ貸付 、貯

金 ノ斡旋 、運搬施 設 以上

( 中略)

組織 設 定 二伴 フ漁 業組 合調 書

一組 合 ノ名 称 無 限責任 宅野村 漁業 協 同組 合

一組合 員現在 数 九十 五名

ー従 来 ノ事 業 ノ具体 的概 要

1 . 蕃殖保 護及増殖施 設

昭和 九年 二月ー・日ヨ リ向 フ三年 間専用 漁場 内 ノ飽 、海 鼠、 さ ヾえの棲 息場 トシテ最モ適

当ナル位 置 二 千坪 ヲ撰 ビ之 ガ増殖 ヲ 目的 トシテ採集 禁 止 ヲナ シ ト同時 二 監視 人 四名 ヲ

以 テ充 分取締 ヲナ サ シメッ 、ア リ既往 ノ成績 良ナル ヲ以テ継続 実施セ ン トス

2 . 船揚場設置
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明治 四十 三年 民 間 ノ 土地 ヲ借 用 シ船 揚場 トシテ 爾 来今 日二至ル 総 面積 八十坪 借 地 料 十

円ニ シテ使 用 能 カ 二十 隻 ナ リ借 地料 八組 合 之 ヲ負 担 シ組 合 員 ヨ リ徴 収 セ ズ 尚一 般 二使

用 シツ 、アル船揚場 三 百坪 ア レ ドモ ー切使 用 料八徴収セ ズ

3 . 和布 洗浄貯 水槽 設置

昭和十年 低利 資金 九 百 円 ヲ借 入 工事 費 千四十 五 円 ヲ以テ ( 中略 ) 貯 水槽 ヲ造 り ( 中略)

貯水槽 八 六十 四名 ノ容 量 ヲ有 ス、之 ヲ利用 スル組 合員八 七 十名 内外 ニ シテ各 自和布加 工

作 業 二従 事 ス、製 品 タル 和布 八地 元産 業組 合 ヲ通 シテ東京 三越 店舗 二販 売 ノ外京 阪神方

面 二 出荷 ス、其 ノ他 八 県 下 各地 ノ産 業組合購 買部 二於 テ委 託販 売 ヲナ ス、此 ノ販 売 高価

格約 六 千 円ナ リ、 尚本施 設 ヲ利 用 スル ニ付 テハ使 用料 ノ如 キハ ー切之 ヲ徴収セ ズ

4 . 其 ノ他 事 業 トシテ見ルベ キモ ノナ シ

ー、組 織設 定後差 当 り営マ ン トスル 事業及経 営計画44ニ之 二関スル 資金調 達方法

1 差 当 り営 マ ン トスル 事 業

イ共 同販 売施設

口共 同購 買施設

ハ 資金 貸付施設

2 経 営計画及 資金調 達方 法

イ 共 同販 売

本組合 員 ノ漁獲 物ハ 主 トシテ和布 、海 苔、いか、鯛 、鱗 等 ニ シテ年 額約 ー 万 円ナ リ、之

カ漁 獲 物販 売八 従 来 ヨ リ組 合 二於 テ 委 託販 売 人 ヲ指 定 シ年 額 百五 十 円程度 二テ委 託販

売 ヲナ シ販 売 ノ斡 旋 二努 メ来 リタル モ 此 ノ際組 合 直営 トナ シ手数 料八 従 来 通 り組 合員

述 二員 外者 ヲ問ハ ズ百分 ノ六以 内 ヲ徴 シテ組 合 実収 益 ヲ増大 ナ ラシメ尚、組 合員 ノ委託

ヲ受 ケテ和布 海 苔 ノ加 工 ヲナ ス等組 合員 ノ利 益増 進 ヲ努 メ之 ニ要 スル 運転 資金 ノ如 キ

ハ組 合員 出資金 又八 預金部低利 資金 ノ借入 ヲ為 シ融通 シ漁 業 ノ振展 ヲ期セ ン トス

口共 同購 買施 設

組合 員 ノ要求 ニ ヨ リ主 トシテ重 油、氷 、餌料 、網 地其他漁 具材 料Si 二 日用 品等 ヲ購 買シ

之 カ代 金 八 前 納 又八 現 品 引換 ノ方 法 ヲ行 ヒ差 当 り資金 ノ準備 ヲ要 セ ズ シテ事 業 ヲ開始

セ ン トス

ハ 資金貸付 施設

網 地 、其 ノ他漁 具購 入 費 トシテ組合員 中資金 ヲ要 スル モ ノ八総会 ノ決議 二依 り金額 ノ限

度 ヲ定 メ貸 付 セ ン トス 之 カ資金 八販 売事 業 ヨ リ得 タル 収 益 金 ノ ・部或 ハ預 金 部 資金 ノ

借 入 ヲ以テ充 当セ ン トス

(後 略)
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